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国
の
補
助
金
等
の
整
理
及
び
合
理
化
等
に
伴
う
農
業
近
代
化
資
金
助
成
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

（
農
業
近
代
化
資
金
助
成
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

農
業
近
代
化
資
金
助
成
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

農
業
近
代
化
資
金
融
通
法

第
一
条
中
「
、
都
道
府
県
の
行
う
利
子
補
給
等
の
措
置
に
対
し
て
助
成
し
、
又
は
自
ら
利
子
補
給
を
行
う
措
置
」
を
「
利

子
補
給
を
行
う
措
置
等
」
に
改
め
る
。

第
三
条
を
削
る
。

第
三
条
の
二
の
見
出
し
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
前
条
の
規
定
に
よ
る
政
府
の
助
成
」
を

「
都
道
府
県
の
利
子
補
給
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
三
条
の
三
中
「
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
政
府
の
助
成
」
を
「
都
道
府
県
の
利
子
補
給
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す

る
。
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（
漁
業
近
代
化
資
金
助
成
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

漁
業
近
代
化
資
金
助
成
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

漁
業
近
代
化
資
金
融
通
法

第
一
条
中
「
、
都
道
府
県
の
行
う
利
子
補
給
等
の
措
置
に
対
し
て
助
成
し
、
又
は
自
ら
利
子
補
給
を
行
う
措
置
」
を
「
利

子
補
給
を
行
う
措
置
等
」
に
改
め
る
。

第
三
条
を
削
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
前
条
の
規
定
に
よ
る
政
府
の
助
成
」
を
「
都

道
府
県
の
利
子
補
給
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
五
条
中
「
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
政
府
の
助
成
」
を
「
都
道
府
県
の
利
子
補
給
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
し
、
第

六
条
を
第
五
条
と
し
、
第
七
条
を
第
六
条
と
す
る
。

（
漁
業
経
営
の
改
善
及
び
再
建
整
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

漁
業
経
営
の
改
善
及
び
再
建
整
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
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う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
大
き
い
中
小
漁
業
者
」
の
下
に
「
（
前
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に
係
る
漁
業
を
主

と
し
て
営
む
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
、
前
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に
係
る
漁
業
を
主
と
し
て
営

む
中
小
漁
業
者
に
あ
つ
て
は
」
及
び
「
、
そ
の
政
令
で
定
め
る
業
種
以
外
の
業
種
に
係
る
漁
業
を
主
と
し
て
営
む
中
小
漁
業

者
に
あ
つ
て
は
そ
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」
を
削
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
（
」
、
「
業
種
に
あ
つ
て
は
、
当
該
」
及
び
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を

削
り
、
「
都
道
府
県
が
」
を
「
当
該
法
人
が
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」
を
削
る
。

（
中
小
漁
業
融
資
保
証
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

中
小
漁
業
融
資
保
証
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
漁
業
近
代
化
資
金
助
成
法
」
を
「
漁
業
近
代
化
資
金
融
通
法
」
に
改
め
る
。

第
七
十
七
条
中
「
の
う
ち
国
の
助
成
に
係
る
利
子
補
給
が
行
わ
れ
る
資
金
」
を
削
る
。

（
農
業
近
代
化
助
成
資
金
の
設
置
に
関
す
る
法
律
の
廃
止
）
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第
五
条

農
業
近
代
化
助
成
資
金
の
設
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
農
業
近
代
化
助
成
資
金
の
設
置
に
関
す
る
法
律
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
農
業
近
代
化
助
成
資
金
の
設
置
に
関
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い

う
。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
農
業
近
代
化
助
成
資
金
（
第
三
項
に
お
い
て
「
資
金
」
と
い
う
。
）
の
平
成
十
六
年
度
に
お
け

る
増
減
及
び
同
年
度
末
に
お
け
る
現
在
額
の
計
算
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
財
政
融
資
資
金
に
預
託
し
て
い
る
現
金
が
あ
る
場
合
に

お
け
る
当
該
現
金
の
払
戻
し
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
資
金
の
廃
止
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
財
務
大
臣
が
定
め
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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（
農
業
信
用
保
証
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

農
業
信
用
保
証
保
険
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
第
一
号
中
「
農
業
近
代
化
資
金
助
成
法
」
を
「
農
業
近
代
化
資
金
融
通
法
」
に
改
め
る
。




